
○
会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合
規
約 

（
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
福
島
県
知
事
許
可
） 

改
正 

昭
和
五
○
年 
五
月 

一
日
福
島
県
知
事
許
可 

昭
和
五
一
年 

八
月 
一
日
福
島
県
知
事
許
可 

昭
和
五
三
年 

五
月
二
九
日
福
島
県
知
事
許
可 

昭
和
五
四
年 

三
月
二
八
日
福
島
県
知
事
許
可 

昭
和
五
七
年 

九
月
一
七
日
福
島
県
知
事
許
可 

昭
和
五
八
年 

一
月
一
九
日
福
島
県
知
事
許
可 

平
成 

三
年
一
一
月
二
五
日
福
島
県
知
事
許
可 

平
成 

四
年 

八
月
二
○
日
福
島
県
指
令
地
第
七
八
四
号 

平
成 

八
年 

一
月 

四
日
福
島
県
知
事
許
可 

平
成
一
一
年 

四
月 

一
日
福
島
県
知
事
許
可 

平
成
一
三
年 

四
月 

一
日
福
島
県
知
事
許
可 

平
成
一
七
年 

一
月
二
五
日
福
島
県
知
事
許
可 

 

平
成
一
八
年 

一
月
一
七
日
福
島
県
知
事
許
可 

平
成
一
八
年 

四
月
一
八
日
福
島
県
知
事
許
可 

平
成
一
九
年 

四
月 

一
日
福
島
県
知
事
許
可 

平
成
二
一
年 

一
月
二
一
日
福
島
県
知
事
許
可 

平
成
二
二
年 

一
月
二
一
日
構
成
市
町
村
長
協
議 

平
成
二
三
年 

二
月 

四
日
福
島
県
知
事
許
可 

第
一
章 

総
則 

 

（
組
合
の
名
称
） 

第
一
条 

こ
の
組
合
は
、
会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合
（
以
下

「
組
合
」
と
い
う
。
）
と
い
う
。 

（
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
） 



第
二
条 

組
合
は
、
会
津
若
松
市
、
磐
梯
町
、
猪
苗
代
町
、
会
津
坂
下
町
、

湯
川
村
、
柳
津
町
、
三
島
町
、
金
山
町
、
昭
和
村
及
び
会
津
美
里
町
（
以 

下
「
組
合
市
町
村
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

(

昭
五

四

福
島

県
知

事

許
可

、

平
四

福
島

県

指
令

地
七

八

四
、

平
一

七
福

島

県
知
事

許
可
、
平
一
八

福
島
県

知
事
許

可
・
一
部
改
正

、
平

一
八
福

島

県
知
事
許

可
・
全
改

） 

（
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
） 

 

第
三
条 

組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
共
同
処
理
す
る
。 

 

一 

組
合
市
町
村
内
の
創
造
的
、
一
体
的
な
振
興
整
備
に
資
す
る
地
域
振

興
事
業
の
実
施
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

消
防
に
関
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
消
防
団
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

 

三 

ご
み
処
理
施
設
の
設
置
、
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

し
尿
処
理
施
設
の
設
置
、
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

研
修
（
組
合
市
町
村
の
任
命
権
者
が
行
う
研
修
を
除
く
。
）
に
関
す
る

こ
と
。 

 

六 

介
護
認
定
審
査
会
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

水
道
用
水
供
給
施
設
の
設
置
及
び
経
営
に
関
す
る
こ
と
。
（
会
津
若

松
市
、
会
津
坂
下
町
及
び
会
津
美
里
町
に
限
る
。
） 

 

 
 

 

（
昭

五
一
福

島
県
知

事

許
可
、
昭
五

七
福
島

県
知
事

許

可
、
平
八
福

島
県
知

事
許
可

、

平
一
一
福

島
県
知

事
許
可
、
平

一
三
福
島

県
知
事

許
可
・
一

部

改
正
、
平
一

八
福
島

県
知
事
許

可
、
平

二
一
福

島
県

知
事
許
可
・
一
部

改
正
、
平

二

三
福
島
県

知
事
許

可
・

一
部
改
正

） 

（
組
合
の
事
務
所
の
位
置
） 

第
四
条 

組
合
の
事
務
所
は
、
福
島
県
会
津
若
松
市
中
央
三
丁
目
一
○
番
一

二
号
に
置
く
。 

（
昭
五
三

福
島
県

知
事
許

可
、

昭
五
八
福

島
県
知

事
許
可

・
一

部
改
正
） 

第
二
章 

組
合
の
議
会 



（
議
員
の
定
数
） 

第
五
条 
組
合
の
議
会
の
議
員
（
以
下
「
組
合
議
員
」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
、 

二
十
人
と
し
、
そ
の
選
出
区
分
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

会
津
若
松
市 

七
人 

磐
梯
町 

一
人 

猪
苗
代
町 

二
人 

会
津
坂

下
町 

二
人 
湯
川
村 

一
人 

柳
津
町 

一
人 

 

三
島
町 

一
人 

金
山
町 

一
人 
昭
和
村 

一
人 

会
津
美
里
町 

三
人 

２ 

組
合
議
員
は
、
組
合
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
、
そ
の
議
会
の
議
員
の

う
ち
か
ら
選
挙
す
る
。 

３ 

組
合
議
員
に
欠
員
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
欠
員
と
な
っ
た
議
員
を
選

挙
し
た
組
合
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
、
す
み
や
か
に
補
欠
議
員
を
選
挙

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（

昭

五

四

福

島

県

知

事

許

可

、

平

四

福

島

県

指

令

地

七

八

四

、

平

一

七

福

島

県

知

事

許
可
、
平

一
八
福

島
県
知

事
許

可
・
一
部

改
正
） 

（
議
員
の
任
期
） 

第
六
条 

組
合
議
員
の
任
期
は
、
組
合
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
任
期
に
よ

る
。 

２ 

補
欠
選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
た
組
合
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。 

（
議
員
の
異
動
通
知
） 

第
七
条 

組
合
市
町
村
の
長
は
、
当
該
市
町
村
に
か
か
る
組
合
議
員
が
定
ま

っ
た
と
き
、
又
は
当
該
組
合
議
員
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
管

理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
議
長
及
び
副
議
長
） 

第
八
条 

組
合
の
議
会
に
、
議
長
及
び
副
議
長
各
一
人
を
置
く
。 

２ 

議
長
及
び
副
議
長
は
、
組
合
の
議
会
に
お
い
て
組
合
議
員
の
う
ち
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
選
挙
す
る
。 



３ 
議
長
及
び
副
議
長
の
任
期
は
、
組
合
議
員
の
任
期
に
よ
る
。 

第
三
章 

組
合
の
執
行
機
関 

（
管
理
者
及
び
副
管
理
者
） 

第
九
条 

組
合
に
管
理
者
一
人
、
副
管
理
者
九
人
を
置
く
。 

２ 

前
項
の
管
理
者
及
び
副
管
理
者
は
、
組
合
市
町
村
の
長
が
そ
れ
ぞ
れ
互

選
す
る
。 

３ 

管
理
者
及
び
副
管
理
者
の
任
期
は
、
組
合
市
町
村
の
長
の
任
期
に
よ
る
。 

４ 

管
理
者
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
順
序

に
よ
り
、
副
管
理
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

（
平
一
七

福
島
県

知
事
許

可
、

平
一
八
福

島
県
知

事
許
可

・
一

部
改
正
） 

（
会
計
管
理
者
） 

第
十
条 

組
合
に
会
計
管
理
者
一
人
を
置
く
。 

２ 

会
計
管
理
者
は
、
会
津
若
松
市
の
会
計
管
理
者
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
あ

て
る
。 

（
平
一
九

福
島
県

知
事
許

可
・

一
部
改
正

） 

（
消
防
長
） 

第
十
一
条 

組
合
に
消
防
長
を
置
く
。 

２ 

消
防
長
は
、
管
理
者
が
こ
れ
を
任
免
す
る
。 

（
職
員
） 

第
十
二
条 

組
合
に
職
員
及
び
消
防
職
員
を
置
く
。 

２ 

前
項
の
職
員
は
、
管
理
者
が
こ
れ
を
任
免
す
る
。
た
だ
し
、
消
防
職
員

は
、
消
防
長
が
管
理
者
の
承
認
を
得
て
こ
れ
を
任
免
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
職
員
の
定
数
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

（
平
一
九

福
島
県

知
事
許

可
・

一
部
改
正

） 

（
監
査
委
員
） 

第
十
三
条 

組
合
に
監
査
委
員
二
人
を
置
く
。 



２ 
監
査
委
員
は
、
管
理
者
が
組
合
の
議
会
の
同
意
を
得
て
、
組
合
議
員
及

び
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
選
任
す
る
。 

３ 

監
査
委
員
の
任
期
は
、
組
合
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ
た
者
に
あ
っ

て
は
、
組
合
議
員
の
任
期
に
よ
る
も
の
と
し
、
識
見
を
有
す
る
者
か
ら
選

任
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
後
任
者
が
選
任
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

４ 

監
査
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 

（
昭
五
○

福
島
県

知
事
許

可
、

平
三
福
島

県
知
事

許
可
・

一
部

改
正
） 

第
四
章 

組
合
の
経
費 

（
経
費
の
支
弁
方
法
） 

第
十
四
条 

組
合
の
経
費
は
、
組
合
市
町
村
の
負
担
金
及
び
そ
の
他
の
収
入

を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。 

２ 

前
項
の
負
担
金
の
負
担
割
合
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
施
設
の
整
備
並
び
に
財
産
の
取
得
及
び
処
分
等
に
要
す
る
経
費
で
、

こ
れ
に
よ
り
が
た
い
場
合
の
負
担
割
合
は
、
組
合
市
町
村
の
長
の
協
議
に

よ
り
定
め
る
。 

（
昭
五

一
福
島

県
知

事
許
可

、

平
八
福

島
県
知

事
許

可
、
平

一

一
福
島

県
知
事

許
可

、

平
一
三
福

島
県
知

事
許
可

、
平

一
八
福
島

県
知
事

許
可
・

一
部

改
正
） 

（
経
費
の
支
弁
方
法
の
特
例
） 

第
十
四
条
の
二 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
第
三
条
第
七
号
に
規

定
す
る
事
務
に
要
す
る
経
費
は
、
同
号
に
規
定
す
る
団
体
か
ら
の
供
給
用

水
料
金
及
び
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。
た
だ
し
、
不
足

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
負
担
割
合
を
基
準
と
し
て
、
当
該
団
体
の
長

の
協
議
に
よ
り
定
め
た
額
を
負
担
す
る
。 

 

一 

会
津
若
松
市 

四
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト 

 

二 

会
津
坂
下
町 

三
十
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト 



 

三 
会
津
美
里
町 

二
十
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト 

（
平
二
一

福
島
県

知
事
許

可
・

追
加
） 

第
五
章 

基
金
の
設
置 

（
平
八
福

島
県
知

事
許
可

・
追

加
） 

（
基
金
の
設
置
） 

第
十
五
条 

組
合
は
、
会
津
地
域
の
創
造
的
、
一
体
的
な
振
興
整
備
に
資
す

る
地
域
振
興
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
あ
い
づ
ふ
る
さ
と
基
金
（
以
下
「
基

金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

２ 

基
金
は
、
組
合
市
町
村
か
ら
の
出
資
金
等
に
よ
り
造
成
し
、
そ
の
出
資

割
合
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
基
金
の
う
ち
、
組
合
市
町
村
か
ら
の
出
資
金

に
相
当
す
る
額
は
、
取
り
崩
す
こ
と
が
で
き
な
い
。 

４ 

基
金
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
は
、
組
合
市
町
村
か
ら
の
出
資
金
に
相
当
す

る
額
は
、
当
該
市
町
村
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
平
八
福

島
県
知

事
許
可

・
追

加
） 

第
六
章 

補
則 

（
平
八
福

島
県
知

事
許
可

・
旧

五
章
繰
下

） 

第
十
六
条 

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
組
合
の
運
営
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 

（
平
八
福

島
県
知

事
許
可

・
旧

一
五
条
繰

下
） 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
平
一
七

福
島
県

知
事
許

可
・

一
部
改
正

） 

 

（
会
津
若
松
市
及
び
北
会
津
村
の
廃
置
分
合
に
伴
う
経
費
の
支
弁
方
法
の



特
例
） 

２ 

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
限
り
、

第
三
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
別
表

第
一
に
掲
げ
る
均
等
割
の
負
担
割
合
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

                   

（
平
一
七

福
島
県

知
事
許

可
、

平
一
八
福

島
県
知

事
許
可

・
一

部
改
正
） 

（
会
津
高
田
町
、
会
津
本
郷
町
及
び
新
鶴
村
の
廃
置
分
合
に
伴
う
経
費
の

支
弁
方
法
の
特
例
） 

昭
和
村 

金
山
町 

三
島
町 

新
鶴
村 

会
津
本
郷
町 

会
津
高
田
町 

柳
津
町 

湯
川
村 

会
津
坂
下
町 

河
東
町 

猪
苗
代
町 

磐
梯
町 

会
津
若
松
市 

市
町
村
名 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
二 

負
担
割
合 



３ 
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
、
第
三
条
第

一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
別
表
第
一
に
掲

げ
る
均
等
割
の
負
担
割
合
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

                 

（
平
一
八

福
島
県

知
事
許

可
・

追
加
） 

（
会
津
若
松
市
及
び
河
東
町
の
廃
置
分
合
に
伴
う
経
費
の
支
弁
方
法
の
特

例
） 

４ 

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限

り
、
第
三
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

昭
和
村 

金
山
町 

三
島
町 

会
津
美
里
町 

柳
津
町 

湯
川
村 

会
津
坂
下
町 

河
東
町 

猪
苗
代
町 

磐
梯
町 

会
津
若
松
市 

市
町
村
名 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
三 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
二 

負
担
割
合 



別
表
第
一
に
掲
げ
る
均
等
割
の
負
担
割
合
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

              
 

 
 

 

（
平
一
八

福
島
県

知
事
許

可
・

追
加
） 

 

（
消
防
事
務
に
係
る
負
担
割
合
の
経
過
措
置
） 

５ 

平
成
十
八

年
度
か

ら
平
成
二
十
一

年
度
ま

で
の
町
及
び
村

の
負
担

割

合
に
限
り
、
各
年
度
に
お
け
る
別
表
第
一
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事

務
の
項
備
考
の
欄
の
数
値
は
、
次
の
表
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
と

す
る
。 

   

昭
和
村 

金
山
町 

三
島
町 

会
津
美
里
町 

柳
津
町 

湯
川
村 

会
津
坂
下
町 

猪
苗
代
町 

磐
梯
町 

会
津
若
松
市 

市
町
村
名 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
三 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
一 

十
四
分
の
三 

負
担
割
合 



平

成

二

十

一

年
度 

平

成

二

十

年

度 平

成

十

九

年

度 平

成

十

八

年

度 

年 

度 

平
成

２
０

年
度

の
算

定
数

値
＋

（
（

（
会

津
若

松
市

合
併

関
係

市
町

村
そ

れ
ぞ

れ
の

平
成

２
０

年
度

の
消

防
費

に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
に

会
津

若
松

市
に

あ
っ

て
は

１

０
０

分
の

８
５

．
５

を
、

北
会

津
村

及
び

河
東

町
に

あ
っ

て
は

１
０

０
分

の
６

９
．
８

を
乗

じ
て

得
た

額
を

合
算

し

た
額

÷
会

津
若

松
市

合
併

関
係

市
町

村
そ

れ
ぞ

れ
の

平

成
２

０
年

度
の

消
防

費
に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
を

合

算
し

た
額

）
－

平
成

２
０

年
度

の
算

定
数

値
）

÷
２

）
 

平
成

１
９

年
度

の
算

定
数

値
＋

（
（

（
会

津
若

松
市

合
併

関
係

市
町

村
そ

れ
ぞ

れ
の

平
成

１
９

年
度

の
消

防
費

に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
に

会
津

若
松

市
に

あ
っ

て
は

１

０
０

分
の

８
５

．
５

を
、

北
会

津
村

及
び

河
東

町
に

あ
っ

て
は

１
０

０
分

の
６

９
．
８

を
乗

じ
て

得
た

額
を

合
算

し

た
額

÷
会

津
若

松
市

合
併

関
係

市
町

村
そ

れ
ぞ

れ
の

平

成
１

９
年

度
の

消
防

費
に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
を

合

算
し

た
額

）
－

平
成

１
９

年
度

の
算

定
数

値
）

÷
３

）
 

平
成

１
８

年
度

の
算

定
数

値
＋

（
（

（
会

津
若

松
市

合
併

関
係

市
町

村
そ

れ
ぞ

れ
の

平
成

１
８

年
度

の
消

防
費

に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
に

会
津

若
松

市
に

あ
っ

て
は

１

０
０

分
の

８
５

．
５

を
、

北
会

津
村

及
び

河
東

町
に

あ
っ

て
は

１
０

０
分

の
６

９
．
８

を
乗

じ
て

得
た

額
を

合
算

し

た
額

÷
会

津
若

松
市

合
併

関
係

市
町

村
そ

れ
ぞ

れ
の

平

成
１

８
年

度
の

消
防

費
に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
を

合

算
し

た
額

）
－

平
成

１
８

年
度

の
算

定
数

値
）

÷
４

）
 

６
９

．
８

％
＋

（
（

（
会

津
若

松
市

合
併

関
係

市
町

村
そ

れ
ぞ

れ
の

平
成

１
７

年
度

の
消

防
費

に
係

る
基

準
財

政

需
要

額
に

会
津

若
松

市
に

あ
っ

て
は

１
０

０
分

の
８

５
．

５
を

、
北

会
津

村
及

び
河

東
町

に
あ

っ
て

は
１

０
０

分
の

６
９

．
８

を
乗

じ
て

得
た

額
を

合
算

し
た

額
÷

会
津

若
松

市
合

併
関

係
市

町
村

そ
れ

ぞ
れ

の
平

成
１

７
年

度
の

消

防
費

に
係

る
基

準
財

政
需

要
額

を
合

算
し

た
額

）
－

６

９
．

８
％

）
÷

５
）

 

算 
 

 
 

式 



（
平
一
八

福
島
県

知
事
許

可
・

追
加
） 

（
平
成
十
八
年
度
の
ご
み
処
理
施
設
の
運
営
等
の
事
務
に
係
る
負
担
金
の

負
担
割
合
） 

６ 

平
成
十
八
年
度
の
第
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

組
合
市
町
村
の
負
担
金
の
負
担
割
合
は
、
解
散
前
の
会
津
地
区
広
域
事
業

組
合
規
約
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
知
事
許
可
第
八
百
四
十
九
号
）
の
例
に

よ
る
。 

（
平
一
八

福
島
県

知
事
許

可
・

追
加
） 

（
会
津
地
区
広
域
事
業
組
合
の
事
務
の
承
継
） 

７ 

組
合
は
、
平
成
十
八
年
八
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
す
る
会
津
地
区

広
域
事
業
組
合
の
事
務
を
承
継
す
る
。 

 

（
平
一
八

福
島
県

知
事
許

可
・

追
加
） 

（
会
津
若
松
地
方
水
道
用
水
供
給
企
業
団
の
事
務
の
承
継
） 

８ 

組
合
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
す
る
会
津
若

松
地
方
水
道
用
水
供
給
企
業
団
の
事
務
を
承
継
す
る
。 

（
平
二
一

福
島
県

知
事
許

可
・

追
加
） 

附 

則 

（

昭
和
五

○
年
五

月
一
日
福

島
県
知

事
許
可

） 

 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

昭
和
五

一
年
八

月
一
日
福

島
県
知

事
許
可

） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

昭
和
五

三
年
五

月
二
九
日

福
島
県

知
事
許

可
） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

昭
和
五

四
年
三

月
二
八
日

福
島
県

知
事
許

可
） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

昭
和
五

七
年
九

月
一
七
日

福
島
県

知
事
許

可
） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 



附 

則 

（

昭
和
五

八
年
一

月
一
九
日

福
島
県

知
事
許

可
） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
し
、
変
更
後

の
会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合
規
約
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
七

年
二
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。 

附 

則 

（

平
成
三

年
一
一

月
二
五
日

福
島
県

知
事
許

可
） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

平
成
四

年
八
月

二
○
日
福

島
県
指

令
地
第

七
八

四
号
） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
し
、
変
更
後

の
会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合
規
約
の
規
定
は
、
平
成
四
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成
五
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

平
成
八

年
一
月

四
日
福
島

県
知
事

許
可
） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

平
成
一

一
年
四

月
一
日
福

島
県
知

事
許
可

） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

平
成
一

三
年
四

月
一
日
福

島
県
知

事
許
可

） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

平
成
一

七
年
一

月
二
五
日

福
島
県

知
事
許

可
） 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
し
、
変
更
後

の
会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合
規
約
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

附 

則 

（

平
成
一

八
年
一

月
一
七
日

福
島
県

知
事
許

可
） 

 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備

組
合
規
約
の
規
定
は
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合
規
約
の
規
定
は
同
年
十



一
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
三
条
の
規
定
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。 附 

則 

（

平
成
一

八
年
四

月
一
八
日

福
島
県

知
事
許

可
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
三
条
及
び
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
附
則
の
改
正
規
定
並

び
に
次
項
の
規
定
は
平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
、
別
表
第
一
の
改
正
規

定
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
議
員
の
定
数
の
特
例
） 

２ 

平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
改
正
後
の
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
会
津
美
里
町
の
議
会
に
お
い
て
組
合
議
員
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
に

限
り
、
改
正
後
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
十
人
」

と
あ
る
の
は
「
二
十
一
人
」
と
、
「
三
人
」
と
あ
る
の
は
「
四
人
」
と
す

る
。 

附 

則 

（

平
成
一

九
年
四

月
一
日
福

島
県
知

事
許
可

） 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
約
は
、
福
島
県
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
し
、
改
正

後
の
会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合
規
約
は
、
平
成
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
約
の
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
収
入
役
は
、
そ
の
在
任
中
に
限

り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
在
職
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
条
中
「
会
計
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
収
入
役
」
と
す
る
。 

附 

則 

（

平
成
二

一
年
一

月
二
一
日

福
島
県

知
事
許

可
） 

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（

平
成
二

二
年
一

月
二
一
日

構
成
市

町
村
長

協
議

） 



こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則 

（

平
成
二

三
年
二

月
四
日
福

島
県
知

事
許
可

） 

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 別
表
第
一
（
第
十
四
条
関
係
） 

（
昭
五

七
福
島

県
知

事
許
可
、
平
三
福

島
県
知

事
許

可
、
平
四

福
島
県

指
令
地

七
八

四
・
一
部
改
正

、
平
八

福
島
県
知

事
許
可
・
旧
別
表

一

部
改
正
、
平

一
一
福

島

県
知
事
許

可
、
平
一

三
福
島

県

知
事
許
可
、
平
一
八

福

島
県
知
事

許
可
、
平

成
二
二

構

成
市
町
村

長
協
議
・
一

部
改
正
） 

 

第
三
条
第
二

号
に
規
定
す

る
事
務 

第
三
条
第
一

号
及
び
第
五

号
に
規
定
す

る
事
務 

区 

分 

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二

十

五

年

法

律

第

二

百

十

一
号
）
に
規
定
す
る
消
防

費

に

係

る

前

年

度

の

基

準

財

政

需

要

額

に

備

考

欄

に

掲

げ

る

数

値

を

乗

じ

て

得

た

額

の

各

組

合

市

町

村

の

同

額

の

合

計

額
に
対
す
る
按
分
率 

   均
等
割 

 
 

一
○ 

％ 

人
口
割 

 
 

九
○ 

％ 

た
だ
し
、
あ
い
づ
ふ
る
さ

と

基

金

の

運

用

に

係

る

経
費
に
つ
い
て
は
、
人
口

割
一
○
○
％ 

割 
 

合 
合

併

前

の

会

津

若

松

市

、

北

会

津

村

及

び

河

東

町

（

以

下

「

会

津

若

松

市

合

併

関

係

市

町

村

」

と

い

う

。

）

そ

れ

ぞ

れ

の

前

年

度

の

消

防

費

に

係

る

基

準

財

政

需

要

額

に

同

市

に

あ

っ

て

は

百

分

の

八

十

五

・

五

を

、

同

村

及

び

同

町

に

あ

っ

て

は

百

分

の

六

十

九

・

八

を

乗

じ

て

得

た

額

の

合

算

額

を

会

津

若

松

市

合

併

関

係

市

町

村

そ

れ

ぞ

れ

の

前

年

度

の

消

防

費

に

係

る

基

準

財

政

需

要

額

の

合

算

額

で

除

し

て

得

た

数
値 

 
備 

 

考 



 

別
表
第
二
（
第
十
五
条
関
係
） 
（

平
八
福

島
県
知

事

許
可
・
追

加
） 

      

          

第
三
条
第
六

号
に
規
定
す

る
事
務 

第
三
条
第
三

号
及
び
第
四

号
に
規
定
す

る
事
務 

均
等
割 

 
 

一
○ 

％ 
申
請
件
数
割 

九
○ 

％ 

 

利
用
実
績
割 

一
〇
〇
％ 

 

   

第
十
五
条
第 

二
項
に
規
定 

す
る
出
資
の 

割 
 

 

合 

人 

口 

割 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
○
○ 

％ 

 

た
だ
し
、
人
口
割
の
算
定
基
礎
は
、
平
成
二
年
の
国 

 

勢
調
査
人
口
と
す
る
。 

 


